
相
愛
大
学
人
文
科
学
研
究
所
規
程

（
総
則
）

第
一
条

相
愛
大
学
学
則
第
五
二
条
に
基
づ
き
、
本
学
に
付
属
研
究
・
教
育

機
関
と
し
て
相
愛
大
学
人
文
科
学
研
究
所
（
以
下
、「
研
究
所
」

と
い
う
）
を
置
く
。

（
目
的
）

第
二
条

研
究
所
は
人
文
科
学
及
び
そ
の
隣
接
領
域
の
研
究
並
び
に
普
及
を

は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
業
）

第
三
条

研
究
所
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行

う
。

一

各
専
門
分
野
に
お
け
る
学
術
の
研
究

二

研
究
会
、
講
演
会
の
開
催

三

共
同
研
究
調
査

四

委
託
研
究
調
査

五

紀
要
、
そ
の
他
必
要
な
出
版
事
業

六

そ
の
他
、
研
究
所
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

（
部
門
）

第
四
条

研
究
所
は
、
事
業
の
遂
行
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
専
門
別
の

研
究
部
門
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
五
条

研
究
所
は
所
長
の
他
、
下
記
の
所
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

一

研
究
員

若
干
名

二

研
究
所
助
手

一
名

三

事
務
職
員

一
名

（
所
長
）

第
六
条

所
長
は
研
究
所
を
代
表
し
、
こ
れ
を
統
括
す
る
。

二

所
長
は
教
授
会
の
議
を
経
て
学
長
が
任
命
す
る
。

三

所
長
の
任
期
は
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
研
究
員
）

第
七
条

研
究
員
は
本
学
の
専
任
教
員
の
兼
担
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

ま
た
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
研
究
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
運
営
委
員
会
）

第
八
条

研
究
所
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。

二

運
営
委
員
会
は
、
所
長
、
研
究
員
及
び
人
文
学
部
主
任
会
構
成
員

を
も
っ
て
組
織
す
る
。

三

運
営
委
員
会
は
、
研
究
所
の
運
営
維
持
等
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

（
改
廃
）

第
九
条

本
規
程
の
改
廃
は
運
営
委
員
会
の
発
議
に
基
づ
き
、
教
授
会
の
議

を
経
て
、
学
長
が
行
う
。

附
則

こ
の
規
程
は
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則

本
改
正
規
程
は
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則

本
改
正
規
程
は
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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